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令 和 ８ 年 ５ 月 ５ 日 

発 表 ： 午 後 ４ 時 ３ ０ 分 

  

 

中国海洋調査船「向陽紅 22」について（第１報）  

 

 本日（令和８年５月５日）午前１１時３５分頃、当庁巡視船

により、魚釣島の西北西約３５海里（約６５キロメートル）の

我が国排他的経済水域において、中国海洋調査船「向陽紅 22」

が、舷側からパイプ様のものを海中へ延ばしている状況を確認

しました。 

このため、当庁巡視船から当該調査船に対して、「我が国の

同意を得ない海洋の科学的調査は認められない」旨の中止要求

を無線により実施しました。 

引き続き、巡視船による監視及び中止要求を実施しています。 
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